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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鏡面研磨された第１の面と、前記第１の面とは反対側の第２の面とを備え、
　前記第２の面には厚さ０μｍ超３０μｍ以下のダメージ層が形成されており、
　前記第１の面の強度をＩ１とし、前記第２の面の強度をＩ２としたときに、Ｉ２／Ｉ１

の値が０．４６以上であり、
　前記第１の面の強度Ｉ１が、前記第１の面に荷重を加えたときに窒化ガリウム系基板が
割れる荷重の値であり、
　前記第２の面の強度Ｉ２が、前記第２の面に荷重を加えたときに窒化ガリウム系基板が
割れる荷重の値である、窒化ガリウム系基板。
【請求項２】
　鏡面研磨された第１の面と、前記第１の面とは反対側の第２の面とを備え、
　前記第２の面には厚さ０μｍ超１０μｍ以下のダメージ層が形成されており、
　前記第１の面の強度をＩ１とし、前記第２の面の強度をＩ２としたときに、Ｉ２／Ｉ１

の値が０．６９以上であり、
　前記第１の面の強度Ｉ１が、前記第１の面に荷重を加えたときに窒化ガリウム系基板が
割れる荷重の値であり、
　前記第２の面の強度Ｉ２が、前記第２の面に荷重を加えたときに窒化ガリウム系基板が
割れる荷重の値である、窒化ガリウム系基板。
【請求項３】
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　窒化ガリウム系基板の第１の面の強度及び前記第１の面とは反対側の第２の面の強度を
測定する工程と、
　前記第２の面に形成されたダメージ層の厚さを測定する工程と、
　前記ダメージ層の厚さが０μｍ超３０μｍ以下であり、前記第１の面の強度をＩ１とし
、前記第２の面の強度をＩ２としたときに、Ｉ２／Ｉ１の値が０．４６以上である場合に
良品と判断する工程と、
を含み、
　前記第１の面の強度Ｉ１が、前記第１の面に荷重を加えたときに窒化ガリウム系基板が
割れる荷重の値であり、
　前記第２の面の強度Ｉ２が、前記第２の面に荷重を加えたときに窒化ガリウム系基板が
割れる荷重の値である、窒化ガリウム系基板の評価方法。
【請求項４】
　窒化ガリウム系基板の第１の面を鏡面研磨する工程と、
　前記窒化ガリウム系基板の前記第１の面とは反対側の第２の面を加工することによって
、前記第２の面にダメージ層を形成する工程と、
　前記第１の面の強度をＩ１とし、前記第２の面の強度をＩ２としたときに、Ｉ２／Ｉ１

の値が０．４６以上となり、前記ダメージ層の厚さが０μｍ超３０μｍ以下となるように
、前記第１の面にデバイスを形成する前に前記ダメージ層をエッチングする工程と、
を含み、
　前記第１の面の強度Ｉ１が、前記第１の面に荷重を加えたときに窒化ガリウム系基板が
割れる荷重の値であり、
　前記第２の面の強度Ｉ２が、前記第２の面に荷重を加えたときに窒化ガリウム系基板が
割れる荷重の値である、窒化ガリウム系基板の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窒化ガリウム系基板、窒化ガリウム系基板の評価方法及び窒化ガリウム系基
板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化ガリウム系基板は、通常以下のようにして製造される。まず、窒化ガリウムからな
るインゴットを円柱状に研削加工する。次に、結晶方位を判別するためのノッチ又はオリ
エンテーションフラットを円柱状のインゴットの側面に形成する。ノッチは、Ｖ字形状の
溝からなる。オリエンテーションフラットは、所定の結晶面に平行な研削面からなる。続
いて、内周刃スライサーやワイヤーソー等の切断装置を用いてインゴットを切断すること
によって窒化ガリウム系基板を得る。その後、窒化ガリウム系基板のエッジに面取りを施
す。さらに、窒化ガリウム系基板の裏面をラッピング処理（機械的研磨処理）する。続い
て、表面をポリッシング処理することによって鏡面を得る（鏡面研磨処理）。その後、窒
化ガリウム系基板を洗浄する。これにより、デバイスを形成可能な鏡面を有する窒化ガリ
ウム系基板が得られる。
【特許文献１】特許第３５８１１４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　通常、窒化ガリウム系基板の裏面を加工すると、裏面に汚れが付着すると共に、歪やク
ラックを含むダメージ層が裏面に形成される。その結果、窒化ガリウム系基板が割れ易く
なってしまうので、製造歩留まりを向上させることは難しい。
【０００４】
　本発明は、割れ難い窒化ガリウム系基板、窒化ガリウム系基板の評価方法及び窒化ガリ
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ウム系基板の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述の課題を解決するため、本発明の窒化ガリウム系基板は、鏡面研磨された第１の面
と、前記第１の面とは反対側の第２の面とを備え、前記第２の面には厚さ３０μｍ以下の
ダメージ層が形成されており、前記第１の面の強度をＩ１とし、前記第２の面の強度をＩ

２としたときに、Ｉ２／Ｉ１の値が０．４６以上である。
【０００６】
　また、本発明の窒化ガリウム系基板は、鏡面研磨された第１の面と、前記第１の面とは
反対側の第２の面とを備え、前記第２の面には厚さ１０μｍ以下のダメージ層が形成され
ており、前記第１の面の強度をＩ１とし、前記第２の面の強度をＩ２としたときに、Ｉ２

／Ｉ１の値が０．６９以上である。
【０００７】
　本発明によれば、割れ難い窒化ガリウム系基板が得られる。ダメージ層の厚さが３０μ
ｍを超えると、窒化ガリウム系基板が割れ易くなる。また、Ｉ２／Ｉ１の値が０．４６未
満であると、窒化ガリウム系基板が割れ易くなる。
【０００８】
　さらに、ダメージ層の厚さが１０μｍを超えると、窒化ガリウム系基板の反りが増大す
る傾向にある。また、Ｉ２／Ｉ１の値が０．６９未満であると、窒化ガリウム系基板の反
りが増大する傾向にある。
【０００９】
　本発明の窒化ガリウム系基板の評価方法は、窒化ガリウム系基板の第１の面の強度及び
前記第１の面とは反対側の第２の面の強度を測定する工程と、前記第２の面に形成された
ダメージ層の厚さを測定する工程と、前記ダメージ層の厚さが３０μｍ以下であり、前記
第１の面の強度をＩ１とし、前記第２の面の強度をＩ２としたときに、Ｉ２／Ｉ１の値が
０．４６以上である場合に良品と判断する工程とを含む。
【００１０】
　ここで、第１及び第２の面の強度を測定した後にダメージ層の厚さを測定してもよいし
、ダメージ層の厚さを測定した後に第１及び第２の面の強度を測定してもよい。
【００１１】
　本発明の評価方法によって良品と判断された窒化ガリウム系基板は、上述のように割れ
難い。
【００１２】
　本発明の窒化ガリウム系基板の製造方法は、窒化ガリウム系基板の第１の面を鏡面研磨
する工程と、前記窒化ガリウム系基板の前記第１の面とは反対側の第２の面を加工するこ
とによって、前記第２の面にダメージ層を形成する工程と、前記第１の面の強度をＩ１と
し、前記第２の面の強度をＩ２としたときに、Ｉ２／Ｉ１の値が０．４６以上となり、前
記ダメージ層の厚さが３０μｍ以下となるように、前記ダメージ層をエッチングする工程
とを含む。
【００１３】
　ここで、第１の面を鏡面研磨する工程はいつ実施されてもよい。例えば、第１の面を鏡
面研磨する工程は、ダメージ層を形成する工程の前に実施されてもよいし、ダメージ層を
形成する工程とダメージ層をエッチングする工程との間に実施されてもよいし、ダメージ
層をエッチングする工程の後に実施されてもよい。
【００１４】
　本発明の製造方法によれば、上述の割れ難い窒化ガリウム系基板が得られる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、割れ難い窒化ガリウム系基板、窒化ガリウム系基板の評価方法及び窒
化ガリウム系基板の製造方法が提供される。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、図面の説明
において、同一又は同等の要素には同一符号を用い、重複する説明を省略する。
【００１７】
　図１は、実施形態に係る窒化ガリウム系基板を模式的に示す断面図である。図１に示さ
れる窒化ガリウム系基板１０は、例えば２インチφのＧａＮウェハである。窒化ガリウム
系基板１０は、六方晶又は立方晶のＧａＮ単結晶からなることが好ましい。六方晶のＧａ
Ｎ単結晶としては、ウルツ鉱構造を有するものが挙げられる。六方晶のＧａＮ単結晶では
、Ｃ面と呼ばれる（０００１）面、Ｍ面と呼ばれる（１０－１０）面、Ａ面と呼ばれる（
１１－２０）面、Ｒ面と呼ばれる（０１－１２）面、Ｓ面と呼ばれる（１０－１１）面が
存在する。窒化ガリウム系基板１０は、ガリウム原子や窒素原子以外の元素を含んでいて
もよい。窒化ガリウム系基板１０の厚さ方向は、［０００１］方向であることが好ましい
が、オフ角を有していてもよい。
【００１８】
　窒化ガリウム系基板１０は、鏡面研磨された表面１２（第１の面）と、表面１２とは反
対側の裏面１４（第２の面）とを備える。例えば、表面１２はＧａ面であり、裏面１４は
Ｎ面である。なお、表面１２をＮ面、裏面１４をＧａ面としてもよい。表面１２には、デ
バイスが形成されることが好ましい。デバイスとしては、例えば、ＬＥＤやＬＤといった
発光素子、電子素子、半導体センサ等が挙げられる。表面１２及び裏面１４のエッジには
、面取りが施されていることが好ましい。
【００１９】
　裏面１４には歪やクラックを含むダメージ層１６が形成されている。その結果、表面１
２にはダメージを受けていない部分１８が残存する。ダメージ層１６は、窒化ガリウム系
基板１０を製造する際に形成され、例えば窒化ガリウム系基板を加工すること、例えば機
械的に研磨することによって形成される。表面１２には、ダメージ層が形成されていない
ことが好ましい。
【００２０】
　ダメージ層１６の厚さｄは、０μｍ超３０μｍ以下であり、１０μｍ以下であることが
好ましい。ここで、ダメージ層１６の厚さｄは、例えば以下のように算出される。まず、
窒化ガリウム系基板１０を切断することにより、その断面を露出させる。続いて、その断
面のカソードルミネッセンス測定を行い、断面におけるカソードルミネッセンス強度の２
次元マップを作成する。得られた２次元マップにおいて、カソードルミネッセンス強度が
所定の閾値以下の領域（非発光領域）をダメージ層１６とする。窒化ガリウム系基板１０
の裏面１４における複数箇所でダメージ層１６の厚さを測定し、その平均値をダメージ層
１６の厚さｄとすることが好ましい。
【００２１】
　なお、窒化ガリウム系基板１０の断面を、例えばローダミンＢ（Ｃ２８Ｈ３１Ｏ３Ｎ２

１Ｃｌ）等の蛍光材料に浸漬させ、色素が浸透した領域をダメージ層１６としてもよい。
また、窒化ガリウム系基板１０の断面にＸ線を照射し、窒化ガリウム系基板１０の厚さ方
向にＸ線をスキャンさせることによって得られるＸ線回折スペクトルを用いて、ピーク位
置のズレからダメージ層１６の厚さｄを算出してもよい。
【００２２】
　また、表面１２の強度をＩ１とし、裏面１４の強度をＩ２としたときに、Ｉ２／Ｉ１の
値は０．４６以上であり、０．６９以上であることが好ましい。表面１２の強度（Ｉ１）
としては、表面１２に荷重を加えたときに窒化ガリウム系基板１０が割れる荷重の値を用
いる。また、裏面１４の強度（Ｉ２）としては、裏面１４に荷重を加えたときに窒化ガリ
ウム系基板１０が割れる荷重の値を用いる。
【００２３】
　図２は、窒化ガリウム系基板の表面及び裏面の強度を測定する強度測定装置の一例を模
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式的に示す図である。図２に示される強度測定装置２０は、ステージ２２と、ステージ２
２上に載置され窒化ガリウム系基板１０を保持するための基板ホルダ３２と、窒化ガリウ
ム系基板１０の上方に位置するデジタルフォースゲージ３６とを備える。強度測定装置２
０では、直径５０ｍｍ、厚さ３５０μｍの窒化ガリウム系基板１０を用いることが好まし
い。基板ホルダ３２は、窒化ガリウム系基板１０の面方向がステージ２２の表面２２ａに
略平行になるように窒化ガリウム系基板１０を保持している。
【００２４】
　ステージ２２には複数のアーム２４の下端２４ａが固定されており、複数のアーム２４
にはクランプ２６がそれぞれ取り付けられている。クランプ２６には、デジタルフォース
ゲージ３６を支持するための支持棒４０が固定されている。デジタルフォースゲージ３６
は、クランプ３８を介して支持棒４０に固定されている。デジタルフォースゲージ３６の
下端部３６ａには、ロッド３４が取り付けられている。ロッド３４は、例えば直径１０ｍ
ｍの円柱状であり、半径（Ｒ）５ｍｍの半球状の先端部３４ａを有することが好ましい。
ロッド３４の先端部３４ａは、平坦でもよい。ロッド３４の先端部３４ａの位置は、複数
のアーム２４の上端２４ｂにそれぞれ取り付けられた高さ調整ねじ２８によって調整され
る。ロッド３４の先端部３４ａが窒化ガリウム系基板１０に接触した場所をゼロ点とする
ことによって、ゼロ点調整を行う。デジタルフォースゲージ３６には、配線４４を介して
デジタルモニタ４２が接続されている。デジタルモニタ４２は、ロッド３４が押し込まれ
る量をモニタする。
【００２５】
　窒化ガリウム系基板１０の表面１２の強度を測定する場合、ロッド３４の先端部３４ａ
が表面１２に接触するように窒化ガリウム系基板１０を基板ホルダ３２に載置する。ロッ
ド３４の先端部３４ａが表面１２を押圧し、窒化ガリウム系基板１０が割れたときの荷重
を表面１２の強度とする。同様に、ロッド３４の先端部３４ａが窒化ガリウム系基板１０
の裏面１４に接触するように窒化ガリウム系基板１０を基板ホルダ３２に載置して、裏面
１４の強度を測定することができる。
 
【００２６】
　以上説明したように、本実施形態の窒化ガリウム系基板１０では、ダメージ層１６の厚
さｄが３０μｍ以下であり、かつ、Ｉ２／Ｉ１の値が０．４６以上である。このため、窒
化ガリウム系基板１０は非常に割れ難い。よって、窒化ガリウム系基板１０の表面１２に
デバイスを形成する際に窒化ガリウム系基板１０が割れ難くなるので、デバイスの製造歩
留まりが向上する。ダメージ層１６の厚さｄが３０μｍを超えると、窒化ガリウム系基板
１０が割れ易くなる。また、Ｉ２／Ｉ１の値が０．４６未満であると、窒化ガリウム系基
板１０が割れ易くなる。
【００２７】
　また、ダメージ層１６の厚さｄが１０μｍ以下であり、かつ、Ｉ２／Ｉ１の値が０．６
９以上であると、窒化ガリウム系基板１０の反りが特に抑制される。なお、一般に、基板
の反りが１０μｍ以下であると、好適にデバイスを形成できる。ダメージ層１６の厚さｄ
が１０μｍを超えると、窒化ガリウム系基板１０の反りが増大する傾向にある。また、Ｉ

２／Ｉ１の値が０．６９未満であると、窒化ガリウム系基板１０の反りが増大する傾向に
ある。
【００２８】
　図３は、実施形態に係る窒化ガリウム系基板の製造方法を模式的に示す工程断面図であ
る。以下、実施形態に係る窒化ガリウム系基板の製造方法の一例として、窒化ガリウム系
基板１０の製造方法について説明する。
【００２９】
（基板準備工程）
　まず、図３(Ａ)に示されるように、表面１２ａ及び裏面１４ｂを備える窒化ガリウム系
基板１０ｃを準備する。窒化ガリウム系基板１０ｃは、例えば以下のようにして得られる
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。まず、窒化ガリウムからなるインゴットの端部を切断除去し、所望の直径となるまで円
柱状に研削加工する。次に、必要に応じて、結晶方位を判別するためのオリエンテーショ
ンフラットを円柱状のインゴットの側面に形成する。オリエンテーションフラットは、所
定の結晶面に平行な研削面からなる。なお、オリエンテーションフラットに代えてノッチ
を形成してもよい。続いて、例えば内周刃スライサーやワイヤーソー等の切断装置を用い
てインゴットを切断することによって基板を得る。その後、基板のエッジに面取りを施す
ことが好ましい。これにより、エッジにおけるクラックや割れの発生を抑制することがで
きる。
【００３０】
（機械的研磨工程）
　次に、図３(Ｂ)に示されるように、窒化ガリウム系基板１０ｃの裏面１４ｂを機械的に
研磨（ラッピング処理）する。これにより、窒化ガリウム系基板１０ｃの裏面１４ｂには
歪やクラックを含む厚さｄ１のダメージ層１６ａが形成される。その結果、図３(Ｂ)に示
されるように、所定の表面粗さを有する裏面１４ａを備えた窒化ガリウム系基板１０ｂが
得られる。窒化ガリウム系基板１０ｂの表面１２ａにはダメージを受けていない部分１８
ａが残存する。研磨では、例えばダイヤモンド砥粒を有する砥石５０を用いることが好ま
しい。
【００３１】
　なお、窒化ガリウム系基板１０ｃの表面１２ａを機械的に研磨してもよい。この場合、
表面１２ａにもダメージ層が形成されるが、後述の鏡面研磨工程によって当該ダメージ層
は除去される。
【００３２】
（鏡面研磨工程）
　次に、図３(Ｃ)に示されるように、窒化ガリウム系基板１０ｂの表面１２ａを鏡面研磨
（ポリッシング処理）する。これにより、鏡面研磨された表面１２を有する窒化ガリウム
系基板１０ａが得られる。鏡面研磨では、例えば不織布パッド５２を用いることが好まし
い。
【００３３】
（エッチング工程）
　次に、図３(Ｄ)に示されるように、Ｉ２／Ｉ１の値が０．４６以上となり、かつ、厚さ
ｄが３０μｍ以下のダメージ層１６を得るために、ダメージ層１６ａをエッチングする。
エッチングを行った後、窒化ガリウム系基板１０を洗浄することが好ましい。エッチング
としては、ドライエッチング及びウェットエッチングのいずれを用いてもよい。例えばエ
ッチング時間を長くすることによって、ダメージ層１６の厚さｄを小さくすることができ
る。また、例えばダメージ層１６の厚さｄを小さくすることによってＩ２／Ｉ１の値を大
きくすることができる。また、砥石５０の砥粒の平均粒径を変えることによってＩ２／Ｉ

１の値を調整することができる。
【００３４】
　ドライエッチングを行う場合、反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）が好ましい。例えば
、Ａｒガスを用いて、パワー２００Ｗ、圧力１０×１０－３Ｔｏｒｒ（１Ｔｏｒｒ＝１３
３．３２２Ｐａ）の条件下で活性種５４を生成し、活性種５４によりドライエッチングを
行うことが好ましい。
【００３５】
　ウェットエッチングを行う場合、エッチング液として、加温した強アルカリや強酸を用
いることが好ましい。強アルカリとしては、例えばＮａＯＨ、ＫＯＨ等が挙げられる。強
酸としては、例えばＨ３ＰＯ４等が挙げられる。ウェットエッチングを行う場合、通常、
Ｇａ面は殆どエッチングされず、Ｎ面が選択的にエッチングされる。よって、裏面１４ａ
がＮ面である場合、窒化ガリウム系基板１０ａをエッチング液に浸漬させることによって
、裏面１４ａに形成されたダメージ層１６ａを選択的にエッチングすることができる。そ
の結果、Ｉ２／Ｉ１の値を大きくすることができる。
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【００３６】
　上記各工程を経ることによって、非常に割れ難い窒化ガリウム系基板１０が得られる。
なお、機械的研磨工程の前又はエッチング工程の後に鏡面研磨工程を行ってもよい。
【００３７】
　図４は、実施形態に係る窒化ガリウム系基板の評価方法を模式的に示すフローチャート
である。以下、実施形態に係る窒化ガリウム系基板の評価方法の一例として、図１も参照
しながら窒化ガリウム系基板１０の評価方法について説明する。
【００３８】
　この評価方法では、まず、窒化ガリウム系基板１０の表面１２の強度（Ｉ１）及び裏面
１４の強度（Ｉ２）を測定する（工程Ｓ１）。次に、裏面１４に形成されたダメージ層１
６の厚さｄを測定する（工程Ｓ２）。次に、複数の窒化ガリウム系基板１０について、ダ
メージ層１６の厚さｄが３０μｍ以下であり、かつ、Ｉ２／Ｉ１の値が０．４６以上であ
る場合に良品と判断し、それ以外の場合には不良品と判断する（工程Ｓ３）。
【００３９】
　上記評価方法によって良品と判断された窒化ガリウム系基板１０は、上述のように割れ
難い。なお、工程Ｓ１，Ｓ２の順序は特に限定されない。例えば、工程Ｓ２を行った後に
工程Ｓ１を行ってもよい。
【００４０】
　以上、本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に限
定されない。
【００４１】
　例えば、窒化ガリウム系基板１０の裏面１４を鏡面研磨してもよい。この場合、表面１
２のキズや汚染を低減するために、裏面１４を鏡面研磨した後に表面１２を鏡面研磨する
ことが好ましい。なお、表面１２と裏面１４とを同時に鏡面研磨してもよい。しかしなが
ら、裏面１４を鏡面研磨する場合、製造コストが増大する。よって、窒化ガリウム系基板
１０の裏面１４を鏡面研磨しないことが好ましい。この場合、加工時間を短縮することが
できる。また、表面１２と裏面１４とを容易に識別することができる。
【実施例】
【００４２】
　以下、実施例及び比較例に基づいて本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下の
実施例に限定されるものではない。
【００４３】
（実施例１）
　六方晶のＧａＮ単結晶からなるインゴットをスライスして２インチφのＧａＮ単結晶基
板を得た。なお、後述するドライエッチングを行った後にＧａＮ単結晶基板の厚さが３５
０μｍとなるように、予め設定された間隔でインゴットをスライスした。また、［０００
１］方向がＧａＮ単結晶基板の厚み方向になるように、所定の方向に沿ってインゴットを
スライスした。
【００４４】
　その後、ＧａＮ単結晶基板の裏面を＃４００（平均粒径４５μｍ）のダイヤモンド砥粒
により機械的に研磨した。さらに、ＧａＮ単結晶基板の表面をムサシノ電子製　ＭＡ３０
０Ｄにより鏡面研磨した。
【００４５】
　続いて、ＧａＮ単結晶基板の裏面を、ＲＩＥによりドライエッチングした。具体的には
、Ａｒガスを用いて、パワー２００Ｗ、圧力１０×１０－３Ｔｏｒｒの条件下でドライエ
ッチングを行った。このとき、機械的な研磨等の加工によってＧａＮ単結晶基板の裏面に
形成されたダメージ層の厚さが３０μｍとなるようにドライエッチングを行った。このよ
うにして、直径５０ｍｍ、厚さ３５０μｍの実施例１のＧａＮ単結晶基板を得た。
【００４６】
　なお、ダメージ層の厚さについては、実施例１のＧａＮ単結晶基板を別途作製し、その
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ＧａＮ単結晶基板の断面のカソードルミネッセンス測定を行うことにより算出した。まず
、ダメージのあるＧａＮ単結晶基板を、断面の評価が可能な様に分割し、オクスフォード
社のカソードルミネッセンス　Ｍｏｎｏ　ＣＬ３を搭載した走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）
にセットする。続いて、分割された基板の断面に電子線を照射し、２次電子像を測定する
。次に、電子線を照射した場所と同じ場所でカソードルミネッセンスを測定する。ダメー
ジが存在するとカソードルミネッセンスが光りにくいため、カソードルミネッセンスと２
次電子像との比較からダメージ層の厚さを測定する。
【００４７】
（実施例２）
　ダメージ層の厚さが２０μｍとなるようにドライエッチングを行ったこと以外は実施例
１と同様にして、実施例２のＧａＮ単結晶基板を得た。
【００４８】
（実施例３）
　ダメージ層の厚さが１０μｍとなるようにドライエッチングを行ったこと以外は実施例
１と同様にして、実施例３のＧａＮ単結晶基板を得た。
【００４９】
（比較例１）
　ダメージ層の厚さが４２μｍとなるようにドライエッチングを行ったこと以外は実施例
１と同様にして、比較例１のＧａＮ単結晶基板を得た。
【００５０】
（比較例２）
　ダメージ層の厚さが３８μｍとなるようにドライエッチングを行ったこと以外は実施例
１と同様にして、比較例２のＧａＮ単結晶基板を得た。
【００５１】
（比較例３）
　ダメージ層の厚さが３４μｍとなるようにドライエッチングを行ったこと以外は実施例
１と同様にして、比較例３のＧａＮ単結晶基板を得た。
【００５２】
（実験例）
　六方晶のＧａＮ単結晶からなるインゴットをスライスして２インチφのＧａＮ単結晶基
板を得た。なお、後述するドライエッチングを行った後にＧａＮ単結晶基板の厚さが３５
０μｍとなるように、予め設定された間隔でインゴットをスライスした。また、［０００
１］方向がＧａＮ単結晶基板の厚み方向になるように、所定の方向に沿ってインゴットを
スライスした。
【００５３】
　その後、ＧａＮ単結晶基板の表面及び裏面を＃４００のダイヤモンド砥粒により機械的
に研磨した。
【００５４】
　続いて、ＧａＮ単結晶基板の表面及び裏面を、ＲＩＥによりドライエッチングした。具
体的には、Ａｒガスを用いて、パワー２００Ｗ、圧力１０×１０－３Ｔｏｒｒ、エッチン
グ時間２０分間の条件下でドライエッチングを行った。さらに、４０℃の５％ＮＨ４ＯＨ
溶液にＧａＮ単結晶基板を１５分間浸漬させた。このようにして、表面及び裏面にダメー
ジ層が形成されていない実験例のＧａＮ単結晶基板を得た。
【００５５】
（評価）
　図２に示されるような強度測定装置（イマダ製デジタルフォースゲージ　ＺＰＳを搭載
した強度測定装置）を用いて、実施例１及び２、比較例１～３並びに実験例のＧａＮ単結
晶基板の表面の強度（Ｉ１）及び裏面の強度（Ｉ２）をそれぞれ測定した。測定では、半
径（Ｒ）５ｍｍの半球状の先端部を有し、直径１０ｍｍのロッドを用いた。さらに、得ら
れた表面の強度（Ｉ１）及び裏面の強度（Ｉ２）から、Ｉ２／Ｉ１の値を算出した。結果
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を表１に示す。
【００５６】
　また、実施例１～３、比較例１～３並びに実験例のＧａＮ単結晶基板をそれぞれ３枚準
備した。これらのＧａＮ単結晶基板の表面に、強度測定装置のリファレンスウェハが割れ
るときの荷重を加えた。これにより、３枚中割れた基板の枚数をカウントした。結果を表
１に示す。
【００５７】
　さらに、実施例１～３、比較例１～３並びに実験例のＧａＮ単結晶基板の表面の反りを
、フラットネステスタを用いて測定した。結果を表１に示す。
【００５８】
【表１】

【００５９】
（実施例４）
　ＧａＮ単結晶基板の裏面を＃３００（平均粒径６０μｍ）のダイヤモンド砥粒により研
磨したこと以外は実施例１と同様にして、実施例４のＧａＮ単結晶基板を得た。
【００６０】
（実施例５）
　ＧａＮ単結晶基板の裏面を＃３００のダイヤモンド砥粒により研磨したこと以外は実施
例３と同様にして、実施例５のＧａＮ単結晶基板を得た。
【００６１】
（比較例４）
　ＧａＮ単結晶基板の裏面を＃３００のダイヤモンド砥粒により研磨したこと以外は比較
例２と同様にして、比較例４のＧａＮ単結晶基板を得た。
【００６２】
（評価）
　図２に示されるような強度測定装置を用いて、実施例４及び５、並びに比較例４のＧａ
Ｎ単結晶基板の表面の強度（Ｉ１）及び裏面の強度（Ｉ２）をそれぞれ測定した。さらに
、得られた表面の強度（Ｉ１）及び裏面の強度（Ｉ２）から、Ｉ２／Ｉ１の値を算出した
。結果を表２に示す。
【００６３】
　また、実施例４及び５、並びに比較例４のＧａＮ単結晶基板をそれぞれ３枚準備した。
これらのＧａＮ単結晶基板の表面に、強度測定装置のリファレンスウェハが割れるときの
荷重を加えた。これにより、３枚中割れた基板の枚数をカウントした。結果を表２に示す
。
【００６４】
　さらに、実施例４及び５、並びに比較例４のＧａＮ単結晶基板の表面の反りを、フラッ
トネステスタを用いて測定した。結果を表２に示す。
【００６５】
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【表２】

【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】実施形態に係る窒化ガリウム系基板を模式的に示す断面図である。
【図２】窒化ガリウム系基板の表面及び裏面の強度を測定する強度測定装置の一例を模式
的に示す図である。
【図３】実施形態に係る窒化ガリウム系基板の製造方法を模式的に示す工程断面図である
。
【図４】実施形態に係る窒化ガリウム系基板の評価方法を模式的に示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００６７】
　１０，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ…窒化ガリウム系基板、１２，１２ａ…表面（第１の面
）、１４，１４ａ，１４ｂ…裏面（第２の面）、１６，１６ａ…ダメージ層。

【図１】 【図２】
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